
●京都府緊急事態措置コールセンター
TEL.075-414-5907（平日9：00～18：00）

●中小企業緊急経営支援コールセンター
TEL.0120-555-182（平日9：00～17：00）

税務相談センターを開設します 無料です!!

最低賃金に関する特設サイト
http://www.saiteichingin.info/最低賃金制度 検 索

引き続き
令和2年度 京都府最低賃金
令和元年10月1日から 円909時間額

10/14（水）・11/11（水）・12/2（水）
10/7（水）・11/25（水）・12/16（水）
12/9（水）・1/13（水）

使用者も・労働者も必ずチェックを!

お問い
合わせ先

対象事業者

①業種別ガイドライン【内閣官房】
②「より一層『安心・安全』な京都観光を実現するための新型コロナウィルス感染症対策
宣言（ガイドライン）」【京都市観光協会】
③「感染拡大防止ガイドライン（例）（標準的対策）」【京都府】

①円形シール（直径113mm）：経済団体などの窓口へ申込書を提出
府内各商工会・商工会議所、（一社）京都経営者協会、（一社）京都経済同友会、
（公社）京都工業会、京都府中小企業団体中央会、京都府観光連盟、京都市観光協会

②PDFデータ：京都会議HP（https://www.kyotokaigi.com/）から申込

対象事業者

ステッカー交付の流れ

（1）ガイドライン遵守を宣言した京都府内に施設を有する事業者
（2）京都府及び府内市町村の文化、スポーツ等の住民利用施設
（3）京都府「新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補

助金」交付事業者のうち、ガイドライン遵守を宣言した事業者

提出先

手続き1

手続き2

各事業者が、ガイドラインに基づき新型コロナウイルス感染拡大予防に　
取組むことを自ら宣言・実施（ガイドラインは以下①～③のいずれかを選択）

各事業者が、以下①または②の方法によりステッカーを入手

0120-279-292

https://jizokuka-kyufu.go.jp/

03-6832-6631
8:30-19:00

※相談窓口では、不正受給の
　内部通報にも対応しています。

※12/29（火）～1/3（日）は休みの予定

－ ×

電子（オンライン）申請 パソコン スマホ

※お電話は大変混み合うことが予想されますので、ホームページもご活用ください。


